
墜落・転落災害を撲滅するため
リスクアセスメントを実施しましょう

令和５年度からスタートした秋田労働局「第14次労働災害防止計画」では、墜落・転落災害の
防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の割合を2027年までに85％以上とすることに
より、建設業の死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させることを目標の一つ
としています。

④優先順位の決定
リスクⅢ
直ちに解決すべき又は重大なリスク
がある。
措置を講ずるまでは作業停止する必
要がある。十分な経営資源（費用と労
力）を投入する必要がある。

リスクⅡ
速やかにリスク低減措置を講ずる必
要のあるリスクがある。
措置を講ずるまで作業を行わないこ
とが望ましい。優先的に経営資源（費
用と労力）を投入する必要がある。

リスクⅠ
必要に応じてリスク低減措置を実施
すべきリスクがある。
必要に応じてリスク低減措置を実施
する。





（資料） 
 
 

足場等の種類別点検チェックリスト－（    ）足場用－(注 1) 
 

足場等点検チェックリスト 
 

 
 工事名（                                ）    工期（      ～       ）（注 2） 
 事業場名（                              ） 
 点検者職氏名（                ）(注 3) 
 点検日     年 月 日 
 点検実施理由（悪天候後、地震後、足場の組立後、一部解体後、変更後）（その詳細       ）(注 4) 
 足場等の用途、種類、概要（                                 ）(注 5) 

 

点検事項(注 6) 点 検 の 内 容(注 7) 良否(注 8) 是正内容(注9) 確認(注 10) 

1 床材の損傷、取
付け及び掛渡し
の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 建地、布、腕木
等の緊結部、接続
部及び取付部の
緩みの状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 緊結材及び緊
結金具の損傷及
び腐食の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 足場用墜落防止
設備）の取外し及
び脱落の有無（注
11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 幅木等（物体の
落下防止措置）の
取付状態及び取
外しの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 脚部の沈下及
び滑動の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 筋かい、控え、
壁つなぎ等補強
材の取付状態及
び取外しの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 建地、布及び腕 

木の損傷の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 突りょうとつ
り索との取付部
の状態及びつり
装置の歯止めの
機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(注 1) 
 本表は、チェックリストの様式の例を示したものであるが、チェックリストは、わく組足場、
単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応
じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェ
ックリストを作成すること。 

 
(注 2) 

 工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、
労働安全衛生規則第 567 条第３項、第 575 条の８第３項、第 655 条第２項及び第 655 条の２第
２項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっている
ことに留意すること。 
 

(注 3) 
 点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向
上教育を受講している者、労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）
等労働安全衛生法第 88 条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な
資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建
設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等十
分な知識・経験を有する者から指名すること。 

 
(注 4) 

 点検の実施理由は、労働安全衛生規則第 567 条第２項及び第 665 条第２項に規定されている
強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいず
れに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入す
ること。 
 

(注 5) 
 足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装
用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大き
さ（高さ×幅、層数×スパン数）及び設置面等の概要も記入すること。 
 

(注 6) 
 点検事項は、労働安全衛生規則第 567 条第２項の第１号から第９号及び第 665 条第２項の第
１号から９号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以
外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加える
ことも考えられること。 
 

(注 7) 
 点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施する
ための具体的な内容であり、その内容は、事業者、注文者、仮設機材メーカー等と協議して定
めること。その際、労働災害防止団体等が作成している同様のチェックリスト等を参考にする
ことが望ましいこと。 
 

(注 8) 
 点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。 
 

(注 9) 
 是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。 
 

(注 10) 
 是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。 
 

       （注 11） 
             手すり、中さん等の足場用墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だ

けでなく、その取付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。 
 



別表 
点検の内容例 －わく組足場用－ 

                                                                                                            

点検事項 点 検 の 内 容 

1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの
状態 

①床材の取付状態は計画通りか 
②床付き布わくは変形したり、損傷していないか 
③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか 
④床材と建地の隙間は 12 センチメートル未満（※）か 
⑤床付き布枠は建わくに隙間なく設置されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

2 建地、布、腕木等の緊結部、接続
部及び取付部の緩みの状態 

 

 

①建わく、布わくの取付状態は計画通りか 
②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか 
③脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか 
④建わく、布わくの取付部に緩みはないか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

3 緊結材及び緊結金具の損傷及び
腐食の状態 

 

①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか 
②継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食はないか 
③・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

4足場用墜落防止設備の取外し及び
取外し脱落の有無 

 

①交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取付状態は計画通りか 
②交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の脱落はないか 
③交さ筋かいピンは確実にロックされているか 
④交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか 
⑤妻面に手すり及び中さんは設置されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

5 幅木等（物体の落下防止措置）の
取付状態及び取外しの有無 

 

 

①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか 
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか 
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか 
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか 
⑤防網はつり綱で確実に緊結されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

6 脚部の沈下及び滑動の状態 

 

 

①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか 
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか 
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか 
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材
の取付状態及び取外しの有無 

 

①交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか 
②交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか 
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか 
④控えはクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 

8 建地、布及び腕木の損傷の有無 
①建てわく、布わく、交さ筋かいに変形、損傷はないか 
②・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

9 突りょうとつり索との取付部の
状態及びつり装置の歯止めの機能 

 

 

                                                                                                            
※ 
１④は次の場合であって、床材と建地との隙間が 12 センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危

険を防止するための措置を講じたときは適用されないこと。 

(1)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24センチメートル未満の場合 

(2)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を 24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



点検の内容例 －単管足場用－ 
                                                                         

点検事項 点 検 の 内 容 

1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの
状態 

①床材の取付状態は計画通りか 
②床材は変形したり、損傷していないか 
③床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか 
④床材と建地の隙間は 12 センチメートル未満（※）か 
⑤床材は建わくとの間に隙間をつくらないよう設置されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 

2 建地、布、腕木等の緊結部、接続
部及び取付部の緩みの状態 

①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか 
②建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか 
③布、腕木は専用緊結金具で確実に取り付けられているか 
④建地、布、腕木の取付部に緩みはないか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

3 緊結材及び緊結金具の損傷及び
腐食の状態 

①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか 
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか 
③・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

4足場用墜落防止設備の取外し及び
脱落の有無 

①手すり、中さん、幅木等の取付状態は 計画通りか 
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか 
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか 
④手すりの高さは 85（90）センチメートル以上か 
⑤中さんの高さは 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下か 
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか 
⑦・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

5 幅木等（物体の落下防止措置）の
取付状態及び取外しの有無 

①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか 
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか 
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか 
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか 
⑤防網はつり綱で確実に緊結されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

6 脚部の沈下及び滑動の状態 

①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか 
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか 
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか 
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材
の取付状態及び取外しの有無 

①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか 
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか 
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか 
④控えはクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

8 建地、布及び腕木の損傷の有無 
①建地、布、腕木に変形、損傷はないか 
②・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

9 突りょうとつり索との取付部の
状態及びつり装置の歯止めの機能 

 

 

                                                                                                           
※ 
１④は次の場合であって、床材と建地との隙間が 12 センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危

険を防止するための措置を講じたときは適用されないこと。 

(1)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24センチメートル未満の場合 

(2)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を 24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
                                                                                           

 



点検の内容例 －くさび緊結式足場用－ 
                                   

点検事項 点 検 の 内 容 

1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ①床材の取付状態は計画通りか 
②床材は変形したり、損傷していないか 
③床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか 
④床材と建地の隙間は 12 センチメートル未満（※）か 
⑤床材は建地との間に隙間をつくらないよう設置されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及
び取付部の緩みの状態 

①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか 
②建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか 
③布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか 
④腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか 
⑤建地、布、腕木の取付部に緩みはないか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食
の状態 

 

①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか 
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか 
③・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

4 足場用墜落防止設備の取外し及び脱
落の有無 

 

 

①手すり、中さん、幅木等の取付状態は 計画通りか 
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか 
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか 
④手すりの高さは 85（90）センチメートル以上か 
⑤中さんの高さは 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下か 
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか 
⑦・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付
状態及び取外しの有無 

 

 

 

①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか 
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか 
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか 
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか 
⑤防網はつり綱で確実に緊結されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

6 脚部の沈下及び滑動の状態 

 

 

①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか 
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか 
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか 
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取
付状態及び取外しの有無 

 

 

①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか 
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか 
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか 
④控えはクランプで緊結されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

8 建地、布及び腕木の損傷の有無 

 

①建地、布、腕木に変形、損傷はないか 
②・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

9 突りょうとつり索との取付部の状態
及びつり装置の歯止めの機能 

 

 

 

                                                                        
※ 
１④は次の場合であって、床材と建地との隙間が 12 センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危

険を防止するための措置を講じたときは適用されないこと。 

(1)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24センチメートル未満の場合 

(2)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を 24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合 

また、はり間方向における建地の内法幅が 64 センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定

の位置に固定される構造の鋼管用足場の部材で、平成 27年７月１日現にあるものが用いられている場合は適用されないこと。 
 
 
 
 

                                                                                                            



点検の内容例 －つり（棚）足場用－ 
                                   
                                                                                           

点検事項 点 検 の 内 容 

1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 

①床材の取付状態は計画通りか 
②床材は変形したり、損傷していないか 
③床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか 
④床材は、隙間なく設置されているか 
⑤・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及
び取付部の緩みの状態 

 

①根太、つり桁の設置状態は計画通りか 
②根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されいるか 
③根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか 
④・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食
の状態 

 

①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか 
②・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

 

4 足場用墜落防止設備の取外し及び脱
落の有無 

①手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか 
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか 
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか 
④手すりの高さは 85（90）センチメートル以上か 
⑤中さんの高さは 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下か 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付
状態及び取外しの有無 

①幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか 
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか 
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか 
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか 
⑤防網はつり綱で確実に緊結されているか 
⑥・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

6 脚部の沈下及び滑動の状態 
 

 

7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取
付状態及び取外しの有無 

①筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか 
②筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか 
③・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

 

8 建地、布及び腕 
木の損傷の有無 

 

 

9 突りょうとつり索との取付部の状態
及びつり装置の歯止めの機能 

①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はな
いか 

②つりチェーン間隔は設計どおりか 
③つり金具はつり桁と確実に固定されているか 
④・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・ 

 



自律的な管理が今後の規制の基軸になります！

このリーフレットは、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第51号）」「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和4年厚生労働省令
第91号）」等の主要な内容を分かりやすく解説することを目的としたものです。改正の詳細については、これらの政令、省令をご確認ください。

労働者が安全に働くために職場における

新たな化学物質規制が
導入されます

労働安全衛生法の関係政省令が改正されました

1 ラベル・SDSの伝達や、リスクアセス
メントの実施義務対象物質が大幅
に増加します※１

POINT

2 リスクアセスメント結果を踏まえ、労
働者がばく露される濃度を基準値
以下とすることが義務付けられます

POINT

3 化学物質を製造・取り扱う労働者
に、適切な保護具を使用させること
が求められます※3

POINT

4 自律的な管理に向けた実施体制
の確立が求められます（化学物質管理者
の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等）

POINT

※２

※1・・・・国によるGHS 分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次対象に追加
※2・・・・厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）が対象
※3・・・・皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象

これまで以上に事業者の主体的な取組が求められます
ラベル・SD S の伝達やリスクアセスメントの実施がこれまで以上に重要になります

石綿等
管理使用が
困難な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

GHS分類で
危険有害性がある物質

許容濃度又はばく露限界値が
示されている危険・有害な物質

GHS分類で危険有害性に該当しない物質

8
物質

123
物質

数万
物質

674
物質

国のGHS分類により危険性・有
害性が確認された全ての物質

国によるGHS
未分類物質

ラベル・SDSによる伝達義務

リスクアセスメント実施義務

ばく露を基準
以下とする義務

ラベル・SDSによる
伝達努力義務
リスクアセスメント
実施努力義務

ばく露を最小限
度にする義務

適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用
義務・努力義務

約2,900物質
（国がモデルラベル・SDS作成済みの物質） 数万物質

ばく露を最小限度に
する努力義務

有害性に関する情報量

これまでの化学物質規制 見直し後の化学物質規制

製造・使用等の禁止

特化則・有機則等
に基づく

個別具体的な措置

一般的な措置義務
(具体的な措置基準なし)

ラベル・SDS・
リスクアセスメント

義務

・都道府県労働局・労働基準監督署

SDS及び作業現場の確認 リスクアセスメントの実施 リスク低減措置の実施
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ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します

ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象
物）に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。

674物質
改正前

国がGHS分類済 約2900物質
+ 以降新たに分類する物質

改正後（順次追加後）

リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置が求められます

リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にす
ることが義務付けられます。
さらに、厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）は、リスクアセスメント結果を踏まえ労働
者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。

労働者がばく露される程度を最小限度とすることや、濃度基準の遵守が義務付けられます

ばく露低減に向け適切な手段を事業者自らが選択します

リスクアセスメント結果を踏まえ、ばく露低減に向けた適切な手段を事業者自らが選択の上、実施します。

ポイント！
濃度基準値が定められていない物質は、「米国政府労働衛生専門家会議
（ACGIH）のばく露限界値」等を参考に、当該濃度以下とするよう努めま
しょう。

リスクアセスメント結果等に関する記録の作成・保存や、労働者の意見聴取が義務付けられます

リスクアセスメントの結果と、ばく露低減措置の内容等は、関係労働者に周知するとともに、記録を作成し、
次のリスクアセスメント実施までの期間（ただし、最低３年間）保存することが義務付けられます
また、措置の内容と労働者のばく露の状況を、労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、３年間
保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

その他、必要に応じて医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置や、
健康診断の記録を作成し、5年間保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

R4年2月改正・R6年4月施行
発がん性、生殖細胞変異原性、生殖
毒性、急性毒性のカテゴリーで区分１
に分類された234物質が義務対象に
追加。

R4年度中改正・R7年4月施行予定
左記以外のカテゴリーで区分１に分類
された約700物質を義務対象に追加
予定。

R5年度中改正・R8年4月施行予定
健康有害性のカテゴリーで区分２以下
又は物理化学的危険性の区分に分
類された約850物質を義務対象に追
加予定。

ポイント！
リスクアセスメントやばく露低減措置では、濃度基準値以下であるかを必ず確
認しましょう。その際、推定ツール（CREATE-SIMPLE等）や、実測法
（個人ばく露測定、簡易測定法等）を組み合わせて行うことが効果的です。

換気装置等を
設置し稼働

有効な呼吸用
保護具の使用

代替物質
の使用

作業方法
の改善

CREATE-SIMPLE

個人ばく露測定



自律的管理に向けた実施体制の確立が求められます
化学物質管理者等の選任が義務化されます

また、リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では、「保護具着用管理責任者」
を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます

リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が義務化されます。
【選任要件】
化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

【職務】
ラベル・SDS等の確認、リスクアセスメン
トの実施管理、ばく露防止措置の実施
管理や、化学物質の自律的な管理に
関わる各種対応等

衛生委員会の付議事項が追加されます

衛生委員会の付議事項に下記を追加し、自律的
な管理の実施状況の調査審議を義務付けます。
リスクアセスメント結果に
基づくばく露低減措置

健康診断結果や
それに基づく措置

雇い入れ時における化学物質の安全衛生に
関する教育が全業種で必要になります

一部の業種は省略されていた雇入れ時の危険有
害作業に関する教育について、省略規定を廃止。

一部の業種は除外
改正前

全ての業種
改正後

SDS等による情報伝達が強化されます
SDSの記載項目の追加や、定期確認・更新が必要になります

電子メールや二次元コード等でのSDS通知が可能になります
SDSの通知手段は、譲渡提供をする相手方
がその通知を容易に確認できる方法であれ
ば、事前に相手方の承諾を得なくても採用
可能になります。

化学物質を事業場内で別容器で保管する際も情報伝達が必要になります

下記のような場合も、ラベル表示・文書の交付等の方法による、内
容物の名称やその危険・有害性情報の伝達が義務付けられます。
 リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する場合
 自ら製造したリスクアセスメント対象物を容器に入れて保管する場合

電子メール
の送信

HPのURLや
二次元コード
の伝達

• 通知事項に「想定される用途
及び当該用途における使用
上の注意」が追加されます。

• 成分の含有量は、原則
として、重量%の記載が
必要になります。

• 「人体に及ぼす作用」を定期的
（5年以内ごとに1回）に確認・
更新することが義務付けられます。

皮膚等への障害防止のため、保護具の適切な着用が求められます
皮膚等への障害を引き起こしうる化学物質を製造・取扱う業務に労働者を従事させる場合、物質の有
害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

※健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質：義務
※上記を除き、健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質：努力義務

皮膚・眼刺激性
皮膚腐食性

皮膚から吸収され健康障害を
引き起こしうる化学物質

リスクアセスメント対象物の製造事業場 専門的講習の修了者

上記以外の事業場 資格要件なし（専門的講習の受講を推奨）

ポイント！
化学物質の種類や取扱い内
容により適切な保護具は異
なります。必ず確認しましょう。



詳細はこちら

新たな化学物質規制への移行に向け、チェックリストの各項目を参考に、
施行期日までに対応できるよう、準備を進めましょう。

新たな化学物質規制に関するチェックリスト

分野 関係条項 項目 質問 チェック 施行
期日

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

安衛令
別表第９

ラベル表示・SDS等
による通知の
義務対象物質

ラベル表示や安全データシート（SDS）等による通知、リスクアセスメントの実施をしなけれ
ばならない化学物質（リスクアセスメント対象物）が、「国によるGHS分類で危険性・有害
性が確認された全ての物質」へと拡大することを知っていますか？

③
※令和7
年以降も
順次追加

安衛則
第577条の２
第577条の３

リスクアセスメント
対象物に関する
事業者の責務

リスクアセスメント対象物について、労働者のばく露が最低限となるように措置を講じています
か？ ②
濃度基準値設定物質について、労働者がばく露される程度を基準値以下としていますか？ ③
措置内容やばく露について、労働者の意見を聞いて記録を作成し、保存していますか？
（保存期間はがん原性物質が30年、その他は3年） ②、③
リスクアセスメント対象物以外の物質もばく露を最小限に抑える努力をしていますか？ ②

安衛則
第594条の２
第594条の３

皮膚等障害化学
物質等への

直接接触の防止

皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれのあることが明らかな物質の
製造・取り扱いに際して、労働者に保護具を着用させていますか？ ③
上記以外の物質の製造・取り扱いに際しても、労働者に保護具を着用させるよう努力してい
ますか？（明らかに健康障害を起こすおそれがない物質は除く） ②

安衛則
第22条

衛生委員会の
付議事項 衛生委員会で、自律的な管理の実施状況の調査審議を行っていますか？ ②、③

安衛則
第97条の２

がん等の
把握強化

化学物質を扱う事業場で、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把
握したときは、業務起因性について、医師の意見を聞いていますか？ ②
医師に意見を聞いて業務起因性が疑われた場合は、労働局長に報告していますか？

安衛則
第34条の２の８

リスクアセスメント
結果等の記録

リスクアセスメントの結果及びリスク低減措置の内容等について記録を作成し、保存していま
すか？（最低3年、もしくは次のリスクアセスメントが3年以降であれば次のリスクアセスメント
実施まで）

②

安衛則
第34条の２の10

労働災害発生
事業場等への

指示
労災を発生させた事業場等で労働基準監督署長が必要と認めた場合に、改善措置計画
を労基署長に提出、実施する必要があることを知っていますか？ ③

安衛則
第577条の２第
３項から第５項、
第８項、第９項

健康診断等

リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認める場合は、リスクアセスメント対象物に係
る医師又は歯科医師による健康診断を実施し、その記録を保存していますか？（保存期
間はがん原性物質が30年、その他は５年） ③濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合は、速やかに医師又は歯科医師による健
康診断を実施し、その記録を保存していますか？（保存期間はがん原性物質が30年、そ
の他は５年）

実
施
体
制
の

確
立

安衛則
第12条の５

化学物質
管理者 化学物質管理者を選任していますか？ ③

安衛則
第12条の６

保護具着用
管理責任者 （労働者に保護具を使用させる場合）保護具着用管理責任者を選任していますか？ ③

安衛則
第35条

雇い入れ時
教育

雇入れ時等の教育で、取り扱う化学物質に関する危険有害性の教育を実施しています
か？ ③

情
報
伝
達
の
強
化

安衛則
第24条の15

第１項・第３項、
第34条の２の３

SDS通知方法の
柔軟化

SDS情報の通知手段として、ホームページのアドレスや二次元コード等が認められるように
なったことを知っていますか？ ①

安衛則
第24条の15第２
項・第３項、第
34条の２の５第
２項・第３項

「人体に及ぼす作
用」の確認・更新

5年以内ごとに1回、SDSの変更が必要かを確認し、変更が必要な場合には、1年以内に
更新して顧客などに通知していますか？ ②

安衛則
第24条の15第１
項、第34条の２
の４、第34条の

２の６

SDS通知事項の
追加等

SDS記載事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を記載していま
すか？

③SDS記載の成分の含有量を10％刻みではなく、重量％で記載していますか？
※含有量に幅があるものは、濃度範囲による表記も可。

安衛則
第33条の２

別容器等での
保管

リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する際に、ラベル表示や文書の交付
等により、内容物の名称や危険性・有害性情報を伝達していますか？ ②

そ
の
他

特化則、有機則、
鉛則、
粉じん則

個別規則の
適用除外

労働局長から管理が良好と認められた事業場は、特別規則の適用物質の管理を自律的な
管理とすることができることをを知っていますか？ ②

特化則、有機則、
鉛則、
粉じん則

作業環境測定結
果が第3管理区分

の事業場

左記の区分に該当した場合に、外部の専門家に改善方策の意見を聞き、必要な改善措
置を講じていますか？ ③措置を実施しても区分が変わらない場合や、個人サンプリング測定やその結果に応じた保護
具の使用等を行ったうえで、労働基準監督署に届け出ていますか？

特化則、有機則、
鉛則、

四アルキル則
特殊健康診断 作業環境測定等の結果に基づいて、特殊健康診断の頻度が緩和されることを知っています

か？ ②

（注）施行期日の①～③は以下に対応。
規制の変更が2段階に分けて実施される項目もある。
①2022年（令和4年）5月31日（施行済）
②2023年（令和5年）4月1日
③2024年（令和6年）4月1日 R4.8







働く高齢者の特性に配慮した安全な職場を目指しましょう

都道府県労働局・労働基準監督署 （Ｒ6．４）

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

 エイジフレンドリー補助金では、「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢
労働者（60歳以上）の労働災害防止に取り組む中小企業事業者の皆さまを支援しています。

 高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒・腰痛防止のための専門家による運動指
導等の実施、労働者の健康保持増進に取り組む際は、エイジフレンドリー補助金を是非、
ご活用ください。

エイジフレンドリー
補助金

エイジフレンドリー補助金

 経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者を明確化
します。労働者の意見を聴く機会を設けます。

 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット
事例から洗い出し、優先順位をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装置等の改善を行います。

 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して作業内容等の見直しを行います。

２ 職場環境の改善

 健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、高年齢労働者が自らの健康状況
を把握できるような取組を実施するよう努めます。

 体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行
うため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。

※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いの
ために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講

じます。
・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます。
 心身両面にわたる健康保持増進措置

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指針） 」や「労働者の心の健康の
保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

 高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。
（再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育



令和６年度（２０２４年度）版

業 種 常時使用する
労働者数 ※１

資本金又は
出資の総額 ※１

小売業 小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 ５０人以下 ５,０００万円以下

サービス業 医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サー
ビス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など １００人以下 ５,０００万円以下

卸売業 卸売業 １００人以下 １億円以下

その他の
業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など ３００人以下 ３億円以下

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

中小企業事業者の皆さまへ

高年齢労働者の
労働災害防止対策コース

転倒防止や腰痛予防のための
スポーツ・運動指導コース コラボヘルスコース

対
象
事
業
者

• 労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、１年以上事業を実施していること
• 役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること

• 高年齢労働者（６０歳以上）を
常時１名以上雇用している

• 対象の高年齢労働者が補助対象
に係る業務に就いている

• 労働者を常時１名以上雇用している（年齢制限なし）

補
助
対
象

• １年以上事業を実施している事業場
において、高年齢労働者の身体機能
の低下を補う設備・装置の導入その
他の労働災害防止対策に要する経費
（機器の購入・工事の施工等）

• 労働者の転倒防止や腰痛予防の
ため、専門家等による運動プロ
グラムに基づいた身体機能の
チェック及び専門家等による運
動指導等に要する経費

• 事業所カルテや健康スコアリン
グレポートを活用したコラボヘ
ルス等、労働者の健康保持増進
のための取組に要する経費

上
限
額

補
助
率

補助率︓１／２ 補助率︓３／４

上限額︓１００万円
（消費税を除く）

上限額︓３０万円
（消費税を除く）

【参考】対象となる中小企業事業者の範囲

この補助金は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会（以下「コンサルタント会」という。）が補助
事業の実施事業者（補助事業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決
定と支払を実施します。

 高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、
労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。

補助金申請受付期間 令和６年５月７日～令和６年１０月３１日

※注意事項※
・複数コース併せての上限額は１００万円です。
・複数コースでの申請の場合は、希望コースをまとめて申請してください。
・この補助金は「事業場規模」「高年齢労働者の雇用状況」「対策・取組の内容」等を審査の上、交付を決定します。
・全ての申請者に補助金が交付されるものではありません。

「令和６年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

②① ③

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会



 60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、身体機能の低下を補う設備・装置の導入その
他の労働災害防止対策を補助対象とします。

（ウ） 暑熱な環境による労働災害防止対策（熱中症防止対策）

 熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場（※２）における休憩施設の整備
(※２) 労働安全衛生規則第 587 条に規定する暑熱に対する作業環境測定を行うべき屋内作業場が対象

 体温を下げるための機能のある服の導入
 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器（ウェアラブルデバイス）による

健康管理システムの導入（初期導入費用のみ パソコンの購入は対象外）

●具体的には、次のような労働災害防止対策が対象となります●
（ア） 転倒・墜落災害防止対策

 作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策(作業場所の床や通路の段差解消)(※１)
 作業場所の床や通路の滑り防止のための対策（水場等への防滑性能の高い床材・グレーチ

ング等の導入、凍結防止装置の導入）
 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
 階段の踏み面への滑り防止対策
 階段への手すりの設置（※１）
 高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）

(※１)法令違反状態の解消を図るものではないこと

（イ） 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策（腰痛予防対策）

 不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
 重量物搬送機器・リフトの導入（乗用タイプは含まず）
 重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
 介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
 介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のための教育の実施

（エ） その他の高年齢労働者の労働災害防止対策（交通災害防止対策）

 業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

水場における防滑性能
の高い床材等の導入

従業員通路への
凍結防止装置の導入

移乗介助の際の身体的
負担を軽減する機器の導入

労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を防止しましょう 🔍検索

（URL ttps://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf ）

★ 転倒防止、腰痛予防の運動指導等に限ります（オンライン開催等も含む）
★ 物品の購入はできません
★ 転倒防止、腰痛予防以外の運動指導は、当コースでは補助対象外です
（メタボリックシンドローム対策等の運動指導はコラボヘルスコースの活用をご検討ください）

★ 労働者ごとに費用が生じる対策（高所作業台の導入、重量物搬送機器・リフト、パワーアシストスーツ、
体温を下げるための機能のある服等）については、対策に関わる人数分に限り補助対象とします。

① 高年齢労働者の労働災害防止対策コース 【対象︓60歳以上の労働者】

② 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース 【対象︓全ての労働者】
 労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のため

の専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要す
る費用を補助対象とします。

「転倒防止」・「腰痛予防」のための
身体機能のチェック及び運動指導等の実施が対象となります

転倒防止対策
リーフレット

・専門家とは・・・医師、理学療法士、健康運動指導士、労働安全・衛生コンサルタント、アスレティックトレーナー等

体温を下げるための
機能のある服の導入



③ コラボヘルスコース 【対象︓全ての労働者】

「コラボヘルス」とは、医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な
職場環境のもと、労働者に対する健康づくりを効果的・効率的に実行することです。

申請に当たっての注意事項（申請方法等は次頁をご確認ください）

◆ この補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運用が求められるもの
です。補助金の実施要領、交付規程等をよく読み、補助金の交付条件等を確認の上で申請してください。
（注）申請内容等の確認のため、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会が実地調査を行うことがあります。

◆ エイジフレンドリー補助金の補助対象となる対策に対して、別途補助金（助成金を含む）が交付されている場合
（もしくは交付される予定がある場合）は、エイジフレンドリー補助金を利用できません。

◆ 偽り、その他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合は、
補助金の返還を求めることがあります。

◆ 交付決定を受けられなかった事業者は、申請期間中であれば異なる対策での申請が可能です（10月申請分除く）。
なお、不交付決定（不採択）がなされた対策での再度申請はできませんのでご注意ください。

 事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用した、労働者の健康保持増進のための取組
に要する費用を補助対象とします。

事業主健診情報が保険者に提供されていることが補助の前提です
●具体的には、次のような取組が対象となります●

＜コラボヘルス＞
事業者・労働者
(被保険者)

医療保険者
(協会けんぽ等)

健康診断
実施機関 事業主健診情報の提供

・ 健康スコアリングレポート
や事業所カルテの提供

・ 健診情報を活用した保健事
業の提供

医療保険者への
データ提供の依頼・同意等 事業主健診情報の提供

健康診断結果等を踏まえた禁煙
指導、メンタルヘルス対策等の
健康教育、研修等
（オンライン開催、ｅラーニン

グ等も含む）
➡ 産業医、保健師、精神保健福

祉士、公認心理師、労働衛生
コンサルタント等によるもの

健康教育、研修等
健康診断結果等を電磁的に保存
及び管理を行い、事業所カル
テ・健康スコアリングレポート
の活用等によりコラボヘルスを
推進するためのシステムの導入
※初期導入費用のみ

パソコンの購入は対象外

システムの導入
栄養指導、保健指導等の労働
者への健康保持増進措置
（健康診断、歯科健康診断、

身体機能のチェックの費用
は除く）

栄養・保健指導

★ 物品の購入はできません
★ 事業所カルテや健康スコアリングレポートが保険者側の事情により保険者から

提供されない 場合は、エイジフレンドリー補助金Ｑ＆Ａをご確認ください ➡

【財産を処分する場合の承認申請（必要な場合に手続きしてください）】
補助金を受けた機器等のうち５０万円以上の物について、補助を受けた年度終了後５年以内に、事業の廃止
等に伴い、譲渡または廃棄する場合は、承認手続きを行ってください。



支払請求書類受付期限
令和７年１月３１日（当日消印有効）

交付申請書類受付期間
令和６年５月７日～令和６年１０月３１日（当日消印有効）

①
交
付
申
請
書
類
提
出

②
審

査

③
交
付
決
定

④
発
注
・
購
入
・
施
工

⑤
完

了

⑥
支
払
請
求
書
類
提
出

⑦
補
助
金
確
定

⑧
補
助
金
交
付

■は事業者が実施します。■は事務センターが実施します。

※「③ 交付決定」前に「④発注・購入・
施工」してしまうと、補助金の支払い
はできません

★ ① 申請書類提出から③ 交付決定まで概ね２ヵ月を要します。十分な時間の余裕をもって申請してください。

➡「① 交付申請書類」「⑥ 支払請求書類」はエイジフレンドリー補助金事務センターのホームペー
ジからダウンロードしてください（申請書類の郵送やメール送付は行っておりません）

➡ 対象となる対策の具体例、補助の対象とならないもの等、詳細についてはホームページ内にある
Ｑ＆Ａにまとめていますので、申請前に必ずご確認ください

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」
（ホームページ https://www.jashcon-age.or.jp）

関係書類
送付先

〒１０５－００１４ 東京都港区芝１－４－１０ トイヤビル５階
エイジフレンドリー補助金事務センター

交付申請書類は「申請担当」宛へ、支払請求書類は「支払担当」宛へお送りください

関係書類は郵送または宅配便のみでの受付となります（メールでの申請はできません）
封筒に消印が確認できない料金別納・料金後納や、受付日の確認できない宅配便では

送付しないでください

お問合せ先
申請担当 支払担当

電 話︓０３（６３８１）７５０７
ＦＡＸ︓０３（６３８１）７５０８

電 話︓０３（６８０９）４０８５
ＦＡＸ︓０３（６８０９）４０８６

受付時間
平日１０︓００～１２︓００/１３︓００～１６︓００

（土日祝休み、平日１２︓００～１３︓００は電話に出ることができません）
＜８月１３日～８月１６日（夏季休暇）、１２月３０日～１月３日（年末年始）を除く＞

約２カ月

補助金申請の流れ

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりのため、事業者と労働者に求められる取組を示した
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」を活用しましょう

エイジフレンドリーガイドライン ➡ https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf

https://www.jashcon-age.or.jp
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf


厚生労働省労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

労働安全衛生関係の一部の手続の

電子申請が義務化されます

事業主の皆さまへ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/denshishinsei.html

電子申請の詳細は

こちらからご確認ください。

2 0 2 5年１月１日より以下の手続について、

電子申請が原則義務化されます

 労働者死傷病報告

 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

 定期健康診断結果報告

 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

 有機溶剤等健康診断結果報告

 じん肺健康管理実施状況報告

・都道府県労働局・労働基準監督署

義務化されるもの以外にも...

• 足場／局所排気装置等の設置・移転・変更届

（労働安全衛生法第88条に基づく届出）

• 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告

• 特定元方事業者の事業開始報告

など多くの届出等が電子申請可能です

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せず
に手続きすることができます。

 時 間 や 場 所 に と ら わ れ ず に 手 続 き が 可 能

 ス マ ホ や タ ブ レ ッ ト 、 パ ソ コ ン 上 だ け で 手 続 き が完 了

 電 子 署 名 ・ 電 子 証 明 書 の 添 付 は 不 要

ぜひ電子申請をご利用ください！
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